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資料１



働き方改革関連制度の概要



自動車運転業務、建設事業、医師の時間外労働の上限規制（2024年4月1日～）
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特別条項 1か月 1年

自動車運転の業務
ー 960時間

一般条項 1か月 1年

原則 45時間 360時間

36協定で定める時間外労働の時間数に上限が適用され、従前は実質無制限だったところ、下記「一般条
項」の時間数を超える時間外労働はできなくなりました。なお、臨時的な特別の事情がある場合は、36協定
で定めることにより、下記「特別条項」の時間数まで時間外労働の時間を延長できます。



自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の改正（2024年4月1日～）
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「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（いわゆる改善基準告示）は、トラックなどの自動車運転者について、労

働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時

間、休息期間、運転時間等の基準を定めています。令和６年４月１日からは、自動車運転の業務に時間外労働の上限規制が適用

されるとともに、改善基準告示に定める拘束時間等の基準も改正され、自動車運転者が働ける時間が短縮されたことから、業務

の効率化が求められています。（いわゆる物流の2024年問題）。

1年の拘束時間 1か月の拘束時間 1日の休息期間

トラック 改正前
3,516時間

↓
改正後

原則3,300時間
最大3,400時間

改正前
原則293時間
最大320時間

↓
改正後

原則284時間
最大310時間

改正前
継続8時間

↓
改正後

継続11時間を基本
とし、継続9時間

タクシー
ハイヤー 改正前

299時間（日勤）
↓

改正後
288時間（日勤）

改正前
継続8時間

↓
改正後

継続11時間を基本
とし、継続9時間

バス
改正前

原則3,380時間
最大3,484時間

↓
改正後

原則3,300時間
最大3,400時間

改正前
原則281時間
最大309時間

↓
改正後

原則281時間
最大294時間

改正前
継続8時間

↓
改正後

継続11時間を基本
とし、継続9時間



【参考】拘束時間と休息期間の関係
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フェリー乗船時間は「休息期間」となる＝モーダルシフトにより拘束時間の削減が可能

※仮眠時間含む



物流の2024年問題による影響



民間研究機関の調査からみる2024年問題（物流）
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出所：地域における2024年問題を中心とした物流課題調査～九州と新潟を事例に～

株式会社日本政策投資銀行



民間研究機関の調査からみる2024年問題（物流）
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出所：地域における2024年問題を中心とした物流課題調査～九州と新潟を事例に～

株式会社日本政策投資銀行



民間研究機関の調査からみる2024年問題（物流）
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出所：地域における2024年問題を中心とした物流課題調査～九州と新潟を事例に～

株式会社日本政策投資銀行



民間研究機関の調査からみる2024年問題（物流）
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出所：地域における2024年問題を中心とした物流課題調査～九州と新潟を事例に～

株式会社日本政策投資銀行



毎月勤労統計調査における総実労働時間（月平均）
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建設業、運送業は全産業平均と比較すると労働時間が長い傾向がある。
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民間研究機関の調査からみる2024年問題（物流）
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出所：地域における2024年問題を中心とした物流課題調査～九州と新潟を事例に～

株式会社日本政策投資銀行



2024年問題に対して解決すべき課題
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 時間外労働時間数、拘束時間数等の規制への対応

 ドライバー不足への対応

 荷主・消費者の意識改革・理解促進


